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審査官引用は重要か

特許価値判別指標としての被引用回数の有用性

山　田　節　夫

　本稿の目的は，審査官引用が特許価値の判別指標として有用かどうかを確かめることにある．米国

では，特許が出願人によって引用される回数（被引用回数）はイノベーションの価値を測る尺度として

重視され，多くの経済学的な実証分析に用いられている．日本でも2005年目本格的な特許データベ
ースが開発され，今後被引用回数を利用した経済分析が数多く行われるであろう．ところが，日本の

データベースが収集した引用情報は出願人引用ではなく審査官引用であった．米国の出願人引用の有

用性はすでに多くの研究によって確かめられているのに対し，日本における審査官引用の有用性を検

証した研究はまだ行われていない．そこで本稿では，特許の登録更新確率を被引用回数が有意に説明

するか否かをプロビットモデルにより推計した．推計の結果，審査官引用は安定的に登録の更新確率

を説明し，日本における審査官引用も特許価値判別指標として有用性を持つ可能性の高いことが確認
された．
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1．はじめに

　本稿の目的は，日本における審査官引用が特

許価値の判別指標として有用かどうかを確かめ

ることにある．米国では，特許が引用される回

数（被引用回数）はイノベーションの価値を測る

尺度として重視され，数多くの経済学的な実証

研究に用いられている．

　米国の特許制度では，特許出願に際し，出願

人は関連する先行特許文献や技術文献のすべて

を引用しなければならない（先行技術文献情報

開示制度）1）．学術研究の世界の論文被引用数

の場合と同じように，後続の出願人によって引

用される回数が多いほどその特許の価値は高い

と考えられている．米国の実証研究ではしばし

ば，登録特許を被引用回数で加重した指標でイ

ノベーションの価値が測られている．米国の出

願人引用の有用性は，すでに多くの実証研究に

よって明らかにされているからである．

　特許価値の判別指標として出願人引用に初め

て注目したのはTrajtenberg（1990）であった．

彼はCTスキャナーに関連する特許データを収

集し，被引用回数で加重した特許はそれがもた

らす社会的収益率と高い相関があり，イノベー

ションの成果の指標として有用であるとした．

最近では，特許の登録更新確率と被引用回数と

の間に有意な相関を見出したLanjouw　and
Schankerman（1999），　Harhoff　6’磁（1999）の研

究2）や，被引用回数で加重したパテントストッ

クがトービンのσを有意に説明するとした
Hall，　Jaffe　and　Trajtenberg（2005），　Bloom　and

Reenen（2002）などの研究をあげることができ

る．日本でも，後藤他（2006）が重要特許を含む

396件の特許について，出願人による引用を検

索して被引用回数をカウントし，その有用性を

確かめている．

　そもそも日本では，米国の「NBER　Patent

Citation　Data　file」のような特許データベース

が存在しなかったため，日本の特許データを利

用した経済学的分析はほとんど行われてこなか

った3）．しかし，SBIインチクストラ株式会社

は整理標準化データから特許文献に記載されて

いる数値データを検索し「Stra　Vision」と呼ば

れるデータベースを開発して2005年6月に公

開した，また，後藤・元橋（2005）は2005年10

月に財団法人・知的財産研究所からrllP特許

データベース」を公開した。これらのデータベ

ースの開発により，日本でも産業全体の特許デ

ータを用いた本格的な経済分析が可能となり，

今後，米国のように被引用回数を利用したイノ

ベーションに関連する実証研究が数多く行われ

るだろう．
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　ところが，日本では2002年まで出願人引用

が義務付けられてこなかったこと，仮に出願人

が先行特許文献を引用していたとしてもその検

索が技術的に困難であることなどから，これら

のデータベースが収集した引用情報は出願人引

用ではなく審査官引用であった．

　出願人に引用される回数の多い特許は，多く

の出願人がその技術の有用性に触発されて新し

いイノベーションの契機を見出しているという

意味で，価値の高い特許であると考えられる．

一方，審査官引用は主として拒絶理由を探すた

めに行われているので，審査官は技術の有用性

に注目して特許文献を引用しているわけではな

い。審査官は単に出願人に対する拒絶理由とし

て，先行特許文献を提示しているにすぎない．

このため，拒絶理由のための審査官引用回数の

多さは，単に後続の発明人による重複技術開発

の多さを意味している，あるいは当該技術の社

会的認知度が低いことを意味しているだけで，

審査官引用を特許価値の判別指標として利用す

るのは危ういとも考えられる．

　しかし他方で，審査官によって引用される回

数の多い特許は，多くの後続企業が専有権を主

張したいと考える有用な技術であること，進歩

性や独創性が失われていない技術であることな

ど，高い価値を有していると考えることもでき

る．米国の出願人引用の有用性はすでに多くの

研究によって確かめられているのに対し，日本

における審査官引用の有用性を検証した研究は

筆者の知る限りまだ行われていない．このよう

な動機から，本稿では，日本の審査官引用が特

許価値判別指標として有用性を持つか否かを検

証しておく必要があると考えた4）．

　検証の方法として，特許価値と登録更新回数

の関係に着目したSchankerman（1998）やLan－

jouw　and　Schankerman（1999）の研究を参考に

した．特許登録の更新には特許料が課され，し

かも登録期間が長くなるほど特許料が上昇する

ので，価値の高い特許ほど登録期間が長くなる

と考えられる．したがって，審査官に引用され

る回数と登録更新確率の間に有意な相関があれ

ば，被引用回数は特許価値を説明する有用な指

標と言える．そこで本稿では，「Stra　Vision」

とrllP特許データベース」から30176件の特

許データを収集し，特許登録の更新確率と被引

用回数との相関をバイナリー・プロビットモデ

ル（binary　probit　model）とオーダード・プロビ

ットモデル（ordered　probit　model）によって推

計した．

　ただし日本では，出願から登録（公告）までの

ラグが長いこと，被引用は出願公開日以降から

なされること，設定納付金や維持年金の額がク

レーム数に応じて増加すること，今回分析に用

いた1995年登録特許データの場合，登録期間

は登録日からではなく公告日からカウントする

必要があることなど，米国の事情とは異なる点

が多いため，Lanjouw　and　Schankerman（1999）

のように一般的なプロビットモデルを適用する

ことはできなかった．

　本稿では，このような日本の特許制度の特徴

を考慮して，簡単な登録更新モデルを設定した．

そして，特許の価値を説明すると予想されるさ

まざまな特許属性を説明変数とし，登録更新確

率を最尤法（maximum－likelihoods　method）によ

って推計した．推計の結果，各種の特許属性の

なかで，審査官引用は特許の登録更新確率をも

っとも安定的に説明していることが明らかとな

り，米国の出願人引用と同様に日本の審査官引

用も特許価値判別指標として有用性を持つ可能

性の高いことが確認された。

2．検証の方法

　特許価値を説明する指標として審査官引用の

有用性を検証するためには，事前に特許の価値

や価値の分布がわかっていなければならない．

後藤他（2006）は，特許庁の「技術動向調査」に

おいて重要特許と認定され，た特許を収集し，そ

れらの特許が後続の出願人によって引用された

回数を全特許文献の中から検索した5）．しかし，

重要特許は数が少なく，推計のサンプル数が限

られてしまう．一方，Harho丘Scherer　and

Vope1（2003）は，直接特許保有者に特許の売却

希望価格を尋ねて特許価値を算出したサーベイ

データを使っているが，日本では彼らが利用し

たような大規模な調査は行われていない．そこ

で本稿では，特許価値と登録期間の関係に着目

した　Lanjouw　and　Schankerman（1999）や

Schankerman（1998）の研究を参考にした．

　Schankerman（1998）は，シンプルな企業の

意思決定行動を仮定し，価値の高い特許ほど登
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録期間は長くなると考えた．特許価値は時間の

経過とともに陳腐化していくのに対し，多くの

先進国の特許制度では特許の更新に特許料が課

され，しかも特許料は登録期間に比例して増加

する．したがって，企業は特許保有から得られ

る収益と特許更新料が等しくなるまで登録を継

続すると考えられる．いま，登録時の特許価値

をレg，特許価値の陳腐化率をδ，登録時の特許

料を。。，特許更新料の成長率をσ，登録期間を

1とすれば，企業はレg（1一δ）’＝Oo（1＋の’が成

立するまで特許を保有し続けるので，企業が選

択する最適な特許保有期間は，

　　　　　　　　　lnレ9－lnc。
　　　　z＝　　　　　　ln（1十9）一ln（1一δ）

となり，登録時の価値レgが高い特許ほど登録

期間は長くなる。

　もともと米国では特許登録更新制度自体がな

かったが，1982年の制度改訂で登録日から5

年目も登録を更新する場合は特許料が課される

ことになった．Lanjouw　and　Schankerman
（1999）は，1922件の登録特許を収集し，それ

らを5年目も登録が継続した特許とそれ以前に

登録が消滅した特許に分割してバイナリー・プ

ロビット推計を行った．登録更新確率の説明変

数は，被引用回数（米国特許なので出願人引用），

クレーム数，引用数，出願国数などである．プ

ロビット推計の結果は，被引用回数や出願国数

の多さが登録更新確率を有意に引き上げている

ことを示した．また，4種類の特許属性に単一

共通因子モデル（one－factor　latent　variable
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model）を適用した結果，被引

用回数は共通因子の分散を大き

く低下させる作用をしているこ

とから，被引用回数は特許価値

判別指標として特に重要である

と主張している6）．

　日本では，米国と異なり毎年

特許料が課される，図1にみる

ように，現実の登録更新時の特

許料は3年おきに段階的に上昇

する．先に述べたように，企業

は登録の更新をその特許の残存

価値と特許料を比較することに

より決定していると考えられる．

たとえば，Patent　Cは，公告

時の特許価値が低いので，4年目に登録が更新

されることはない．他方，Patent　Aは，公告

時の特許価値が高いので，7年目も登録が更新

される．

　後に述べるように，本稿では日本の大手企業

40社が1995年に登録した特許の出願日，公告

日，登録日，権利消滅日，その他の特許属性を

収集した．当時の日本では図2のように特許料

が支払われていたので，登録期間は登録日では

なく，公告日からカウントしなけれ，ばならない．

まず，特許庁から出願人に対して特許査定謄本

の送達がなされた日（査定日）より30日以内に

あらかじめ3年間の特許料がまとめて納付され

る．これを「設定納付」といい，その後特許権

が発生し特許登録日が定められる．当時はまだ

異議申立制度が残っており，登録日の前に「公

告日」が定められ，異議申立期間は「公告日」

から3ヶ月以内となっていた7）．4年目も登録

を更新する場合には，同様に特許料を支払う必

要があり，この特許料は「維持年金」と呼ばれ，

維持年金の支払い期限は「公告日」からカウン

トされていた8）．

　4年目以降は3年分の維持年金をまとめて納

付する必要はないが，実際の日本の大企業では，

毎年特許の残存価値を精査し，登録更新の意思

決定が行われているわけではない．大手電気メ

ーカーになると登録特許が数万件にもおよぶた

め，維持年金が段階的に上昇する直前にまとめ

て対費用効果が検討される場合が多い．

　本稿ではこうした企業の実態を踏まえ，登録
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図2．1995年当時の登録期間
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出願から公告までの経過年数

年が1995年の特許を収集し，4年目，もしく

は7年目にも登録が更新される確率を，審査官

引用回数を含む各種の特許属性で説明するプロ

ビット推計を行った．ただし，米国に比べて日

本の特許制度は複雑なので，一般的なプロビッ

トモデルを利用することはできなかった，その

理由は以下の通りである．

　第1に，日本では出願・登録（公告）ラグが米

国に比べて著しく長いため，出願年から公告年

までの経過年数に応じた特許価値の陳腐化を無

視するわけにいかなかった．Lanjouw　and
Schankerman（1999）は，5年目も登録が更新さ

れる確率を推計しているが，米国では出願・登

録ラグが短いので（平均2年程度），出願からの

経過年数に応じた登録時の価値減衰は考慮され

てない．しかし，日本では出願から公告まで

10年を超える特許も少なくないし，出願・公

告ラグの分散も大きい．図3は，日本の大手企

業40社が1995年に登録した特許データ（30176

件）から計算した出願・公告ラグ分布を産業別

にみたものである．各産業とも出願から公告ま

で平均8年程度を要し，精

密などでは10年以上を要

す特許も少なくないことが

わかる．

　第2に，日本では登録時

クレーム数に応じて設定納

付金や維持年金が定められ

ているので，特許によって

登録維持のための費用負担

が異なっている．したがっ

て，登録時クレーム数の多

い特許ほど維持年金が高額

になるので，他の条件が等

しい限り登録更新確率は低

下すると考えなければなら

ない．

　第3に，米国では登録か

ら特許が公開され，るため，

被引用が発生する可能性が

あるのは登録日以降とな

る9）。しかし，日本には出

願公開制度があるため，審

査官引用が発生する可能性

があるのは公開日以降とな

る，Lanjouw　and　Schankerman（1999）は，登録

後5年間の被引用回数で，登録更新確率を説明

しているが，日本では登録年が同じでも公開年

からの経過年数が特許によって大きく異なって

いるので，彼らのように被引用発生期間を基準

化することができない10）．

　本稿では，このような日本の制度的特徴を考

慮して，以下に示すような推計モデルを考え，

推計用のデータベースを作成した．

3．推計モデル

　ある企業が出願したゴ番目の特許をかとし

よう．この特許の出願時の価値坊は，分析者

が観察できる特許属性のベクトルhゴと観察不

可能な誤差項εに規定されるとしよう．

　　　ln（レゴ）＝0／h汁ε，ε～N（0，σ2）　（1）

　ただし，誤差項εは，平均ぜロ・分散一定の

正規分布に従うと仮定する．特許価値は出願時

からδで陳腐化していくとする．また，特許

ヵ‘の出願年を∫f，公告年をφとする．出願・

公告ラグ4rsゴは特許によって異なっている．
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　企業は，登録更新時の特許価値と維持年金を

比較して登録更新を決定する．日本の特許制度

における維持年金は，固定額部分とクレーム比

例部分から構成されている．そこで，登録時ク

レーム数を019」とし，公告年からγ年目の維持

年金をα。＋β。・o忽（7＝40γ7）と表す．特許か

が7年目も登録を継続する条件は，維持年金

より特許の残存価値が上回っている必要がある

ので，

レゴ（1一δ）砺一3‘＋7　1＞α7＋βr・cZgゴ （2）

となる．（1）式を（2）式に代入して整理すれば，

一噺一h（（蹄瓢
　　μゴ＝0■hゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

となる．特許あの公告年から権利消滅年まで

の経過年数を1ゴとし，バイナリー変数蟄を次

のように定義する．

　　　　　　帰一｛濃：著　（・）

バイナリー変数蟄は，特許かの公告年から権

利消滅年までの経過年数1ゴがプ年以上のとき1，

そうでないとき0となる変数である．

　（1）式における誤差項の累積密度関数を

F（　）で表せば，企業が7年目に特許かの登

録を更新する確率と更新しない確率はそれぞれ，

　　　　Pr［4ゴ＝1］＝1－F（97，ゴーμゴ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
　　　　Pr［塾＝0］＝F（z74一μf）

となる．（5）式から，特許かの7年目の更新確

率は，出願時に特許価値を規定するさまざまな

属性hfに影響されるだけでなく，登録時クレ

ーム数が多いほど，出願・公告ラグが長いほど

z。，ゴの上昇を通して低下することがわかる，

（5）式において，すべての特許について登録時

クレーム数や出願・公告ラグが同じであるな

ら，g。，ゴは一定となり定数項に吸収されるので

Lanlouw　and　Scharlkerman（1999）と同じように

説明変数をh∫とした一般的なプロビット推計

を行えばよい．しかし，日本の場合，特許によ

ってクレーム数も出願・公告ラグも大きく異な

っており，これらの要因は強く登録更新確率に

影響していると予想される，

　そこで本稿では，（5）式より次のような対数

尤度関数を設定し，最尤法によってパラメータ

ベクトル0と陳腐化率δを推定する。

五（0，δ）＝Σ［雪fln｛1－F（9。，f一μゴ）｝

　　　　’＝1
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十（1一齢）ln｛F（97，ゴーμゴ）｝］

（6）

　後に述べるように，本稿では1995年に登録

された特許を収集したので，登録期間を3年以

下，3年超6年以下，6年超に3分割すること

ができる。そこで，情報量を増加させる目的で，

次のようなオーダード・プロビットモデルによ

る推計も行う．バイナリー・プロビットモデル

の場合と同じように，特許かの公告年から権

利消滅年までの経過年数をZゴとし，離散変数

鍍を次のように定義する．

　　　　　　　　1ゲ1ゴ＜4
　　　　　影崔「＝　　2　乏f　4≦；1ゴ＜7　　　　　　　（7）

　　　　　　　　3ゲ1f≧7
特許かの公告年から権利消滅年までの経過年

数が3年以下，3年超6年以下，6年超となる
確率は，

　Pr［エ1季＝1］＝F（之4，f一μゴ）

　Pr［ツ姿＝2］＝F（97，f一μゴ）一F（94，f一μ∂

　Pr惚ず＝3］＝1－F（974一μゴ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）

となるので，オーダード・プロビットモデルの

対数尤度関数は，

　　　　　　　　　ヨ
五（0，δ）＝ΣΣln｛Pr［盆＝ブ］｝ψ（盆＝ブ）

　　　　　ゴ＝1∫＝1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）

となる．ψ（）はインジケーター関数で引数が

真のときは1，偽のときは0となる関数である．

　本稿では，特許価値を規定する説明変数の候

補として次を選択した．

　μゴ＝θ0十θ1。C露601ゴ十θ2・0π歪η≦7ゴ十θ3・oZαガ〃Zゴ

　　　十θ4・家）α十θ5・oろブf　　　　　　　　　　　　　（10）

ここで，o舵4，；被引用回数，　o癖κgゴ；引用数，

01α吻ゴ；出願時クレーム数，ゆ。ゴ；IPCクラス

数，o飢；オブジェクション数（情報提供数，

異議申立件数，無効審判請求件数の合計）を意

味する．これらの特許属性については以下で説

明するが，それぞれの特許属性のパラメータの

有意性の検定を通して審査官引用の有用性を検

討する．

4．特許データ

特許データは，SBIインチクストラ株式会社
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表1．1995年登録特許の特許料

経　　済

登録年数 特許料

1～3年　13000円＋1クレーム当り1400円
4～6年　23000円＋1クレーム当り2100円
7～9年　40600円＋1クレーム当り4200円

資料）　特許庁r工業所有権法規沿革』．

による「Stra　Vision」と後藤・元橋（2005）によ

る「IIP特許データベース」の両方を利用し，

医薬，化学，電気，精密，輸送の各業種から東

証第一部上場企業を選び，その中から特許出願

数のとくに多い40社が1995年に登録した特許

の次のような属性を収集した．収集した特許属

性は，出願日，公告日，登録日，権利消滅日，

被引用回数，引用数，登録時クレーム数，出願

時クレーム数，IPCクラス数，情報提供数，異

議申立件数，無効審判請求件数である．以下で

は，特許価値を説明すると予想されるこれらの

特許属性について説明する11）．

　まず，被引用回数であるが，改めて指摘する

までもなく実体審査中に審査官によって引用さ

れた回数である．Lanjouw　and　Schankerman

（1999）では，登録更新確率を説明する際，それ

ぞれの特許が登録から5年の間に受けた引用回

数を収集して基準化している．当時の米国特許

の場合，登録日と公開日がほぼ同じであるため，

このような基準化で問題はないが，日本には出

願公開制度があるので，被引用は公開日（出願

日から18ヶ月後）から発生する可能性がある．

すなわち，登録年が同じ特許を収集してもそれ

ぞれの特許の公開年がまちまちであるため，引

用を受ける可能性のある期間が特許によって異

なってしまうのである．

　日本のデータベースでは，審査官引用がなさ

れた時点を特定することができないので，出願

から引用を受ける可能性のある期間を特許ごと

に基準化することもできない．そこで，Hall，

Jaffe　and　Trajtenberg（2001）による固定効果修

正法（倣ed　effects　approach）を用いて観察され

た被引用回数を産業別に次のように規格化した．

　　　　　　　　　α那（6歪1987）
　　　　　　　　　　　　　　・c∫，　　　（11）　　　　　o舵φ＝　　　　　　　　　α〃γ（cの

ここで，αは観察された被引用回数を意味し，

αη7（cガ、g87）は1987年に出願された特許の平均

被引用回数，αηプ（oのは’年に出願された特許

の平均被引用回数を意味する12）．

研　　究

　日本では1988年の改善多項制の導入以来，1

つの特許出願に複数のクレームを含めることが

できるようになった．したがって，1つの特許

出願に複数のイノベーションが包含されている

可能性もあり，クレーム数が多い特許ほど出願

時の価値は高いと考えられる13）．一般に，出願

時クレーム数は実体審査の過程で変更される場

合があり，出願時クレーム数と登録時クレーム

数が異なっているケースも多い．設定納付金や

維持年金を計算する際のクレーム数は登録時の

ものを使えばよいが，出願時の特許価値を説明

する変数としては企業の判断を尊重して出願時

クレーム数を採用した．

　引用数は，審査官が審査の過程で何件の特許

文献を参考にしたかを意味している．米国の引

用数は出願人引用なので学術論文のリファレン

スに掲載されている文献数に性格が似ているが，

日本の場合はそうではない．米国の研究では引

用数は出願時の特許価値を説明すると予想され，，

説明変数の1つに加えられているが有意性は確

認されていない．

　出願された特許にはIPC（lnternational　Pa－

tent　Classificatioan）コードが割り当てられるが，

IPCコードはメインクラス，サブクラス，メイ

ングループ，サブグループなどから構成されて

いる．IPCクラス数は，　IPCのメイングループ

までの種類をカウントしたもので，この数値が

大きいほど技術の応用範囲が広く，より価値の

高い特許であると考えられている．

　設定納付金や維持年金はたびたび変更されて

いるので，特許庁編集による「工業所有権法規

沿革（1巻～V巻）」から，1995年に登録され

た特許が支払った当時の特許料を調べた（表1

参照）．

　本稿では，ある特許が受けた異議申立件数，

無効審判請求件数，情報提供数の合計件数をオ

ブジェクション数と呼ぶ．

　審査官による審査は必ずしも完全ではないこ

とから，審査の段階では発見されなかった拒絶

理由を見出し，特許権付与の是非を見直させる

目的で，1995年当時の日本の特許制度では，

無効審判請求制度と併せて異議申立制度が設け

られていた．また，この他にも第三者が特許成

立の可否判断に協力できる仕組みが用意されて

いる．その1つが情報提供制度である14）．これ



表2．データベースの基本統計量

審査官引用は重要か

医薬　　化学　　電気　　精密　　輸送
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企業数　　　　　　　　　　　　11
登録特許数（1995年）　　　　　　400
登録期間3≧」（％）　　　　　　15．8

登録期間3〈」≦6（％）　　　　17．3
登録期間6〈」（％）　　　　　　66．9
平均維持年金（4年目，10万円）　0．38
平均維持年金（7年目，10万円）　0．68
平均出願・公告ラグ（年）　　　　7．05

平均クレーム（出願）　　　　　　3．45

平均クレーム（登録）　　　　　　3．05

平均被引用回数　　　　　　　　　1．45

平均引用数　　　　　　　　　　1．13
平均ψoクラス数　　　　　　　2．42
平均オブジェクション数　　　　α04

　9
3063

7．2

20．2

72．6

0．28

0．52

7．59

1．56

1．49

1．82

1．29

2．50

0．08

　822540
8．0

25，2

66．8

0．26

0．44

799
1，41

1．36

1．62

1．08

L54
0．04

　7
1011

8．5

15．0

76．0

0。26

0．49

8．46

1．41

1．31

2．33

1．55

1，75

0．11

　5
3249

17．5

20．8

61．7

0．25

0．48

8．05

1．26

1．23

187
1．07

1．78

0．03

　表2に，推計用データベースの基本統

計量を示した。特許庁の公表データによ

れば，1995年に日本の特許庁に登録さ

れた全特許数が10万9100件だったので，

本稿のデータベースは全体の28％を占

めていることになる．

表3．バイナリー・プロビット推計の結果（4年目）

Binaly 医薬 化学 電気 精密 輸送 産業全体

σ0πS’ 0．89α 一〇．023 0．438韓 0，417 0，097 0，476韓
（0．472） （0．253） （0．089） （0．494） （0，239） （0．076）

o舵ゴ 0ユ99脚 0．045寧寧 0，055脚 0．127韓 0．079紳 0．061牌
（0．070） （0．012） （0．006） （0．044） （0．013） （0．005）

cガ加9 一〇，127鱒

i0．047）

0．040零

i0．023）

0，003

i0．009）

一〇．018

i0．030）

0．096韓

i0．024）

0．015鱒

i0．007）

‘」α珈 0．065紳 0．156榊 0．110鱒 0，015 0．393牌 0．116鱒
（0．030） （0．022） （0．006） （0．027） （0．055） （0．005）

ガρc 0，005

i0．045）

0，034
i0，023）

0，020

i0．015）

0，024

i0．059）

一〇，027

i0．026）

0，O13

i0．Oll）

吻層 一〇．513

i0．392）

0，373

i0．259）

0．94r’

i0．125）

0，339

i0．282）

0．416寧

i0．244）

0．485輯

i0．088）

δ
0，118鱒

i0．038）

0，028牌

i0．021）

0．06r’

i0，007）

0．057脚

i0．037）

0．104韓

i0．O17）

0．065寧’

i0．006）

Log　likelihood 一170 一783 一6343 一292 一1457 一9108
LRI 0，022 0，010 一〇，009 0，007 0，033 0，009

sample 399 3063 22459 1006 3249 30176

カッコ内は標準誤差，’撃は5％有意，’は10％有意を意味する．LRIは尤度比イ

5．推計結果

注）

　ンデックス．

らのオブジェクションを多く受けた特許は，第

三者の利益を脅かすほど価値の高い特許である

と考えられることから，特許価値を説明する属

性の1つに加えた．権利が消滅した特許に対し

ても無効審判請求が行われることがあるので，

オブジェクション数も被引用回数と同様に時間

の経過とともに増加する傾向にある．そこで，

被引用回数の場合と同じように先の（11）式を用

いて規格化した．

　特許権の存続期間は出願日より最長20年な

ので，出願・登録ラグが13年を超える特許は，

7年目の更新を前に企業の意思決定とは関係な

く強制的に権利が消滅してしまった特許である

可能性が高い．こうした特許は，本稿の推計に

バイアスをもたらすので，データベースから削

除した．また，複数の企業による共同出願は特

許データの重複をもたらすのでデータベースか

ら削除した15）．

　本稿ではまず，1995年に登録された

特許を，登録期間3年以下と3年超に分

割し（7＝4），先の（6）式で表わされる対

　　　数尤度関数を最大化するパラメー

　　　タベクトル0と陳腐化率δを推

　　　浅した．推計は，医薬，化学，電

　　　気，精密，輸送のそれぞれの産業

　　　について，また，産業別ダミーを

　　　加えて全産業ついても推計を行っ

　　　た．推計結果を表3に示した．特

　　　許価値を説明すると予想された引

　　　古血（citing），クレーム数（clain1），

　　　IPCクラス数（ipc），オブジェク

　　　ション数（obj）は，産業によって

　　　符号や有意性に違いが見られたが，

　　　被引用回数（cited）の係数は常に

　　　正で有意となり，被引用回数が多

　　　い特許の平均価値は高く，登録更

　　　新確率が高まるという安定的な関

係が見出された．

　被引用回数以外の属性で，比較的安定的に登

録更新確率を説明したものは出願時クレーム数

（clain1）であった．出願時クレーム数（claim）は

精密を除く産業で正の有意な効果がみられた．

　次に，登録期間6年以下と6年弱に分割
（7＝7）した場合の推計結果を表4に示した．

この推計ではオブジェクション数（obj）が有意

であるケースが増加した，また，予想に反して

Ipcクラス数（ipc）が有意にマイナスの効果を

もたらしているケースが多くみられた．しかし，

依然として被引用回数（cited）は有意に登録更

新確率を説明した．

　表5は，4年目と7年目の登録更新を同時に

考慮して，先の（9）式で表わされる対数尤度関

数を用いた推計結果である．このオーダード・

プロビット推計では，引用数（citing）が有意で

あるケースが増加した16）．オーダード・プロビ
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表4．バイナリー・プロビット推計の結果（7年目）

Binaly 医薬 化学 電気 精密 輸送 産業全体

COπ∫’ 0，297 一〇，299 0．445韓 1．15α’ 0．694騨 0．404零寧

（0．444） （0，200） （0．077） （0．415） （0．238） （0．067）

c舵4 0．210鱒 0．071牌 0．055脚 0．13r8 0．098帥 0．064脚
（0．048） （0，009） （0．004） （0．028） （0．011） （0．003）

o漉π9
一〇ユ68’零

i0．047）

0．043綿

i0，015）

一〇．001

i0．007）

0，007
i0．026）

0，027
i0．018）

0，006

i0．005）

‘1α珈 0．076脚 0．139牌 0ユ03叫 0，040 0，241帥 0ユ08脚
（0．024） （0．016） （0．004） （0，026） （0．022） （0．004）

ψc 一〇．022

i0．032）

0，001

i0，015）

一〇．031躰

i0．010）

0，025

i0．045）

一〇．050韓

i0．022）

一〇，023躰

i0．008）

吻
一〇．036

i0．405）

0．348帥

i0ユ24）

0．549脚

i0．073）

0．412甲’

i0．152）

0，685寧寧

i0，223）

0．482軸

i0．054）

δ
0，046紳

i0．031）

0．015帥

i0．014）
OD65脚
i0．005）

0．099甲噸

i0，023）

0．105韓

i0，014）

0，065躰

i0．004）

Log　likelihood 一241 一1772 一14314 一531 一2086 一19010
LR工 0，050 0，015 一〇．003 0，033 0，035 0，005

sample 399 3063 22459 1006 3249 30176

注）　カッコ内は標準誤差，綿は5％有意，寧は10％有意を意味する，LRIは尤度比イ
　ンデックス，

　　　　　　表5．オーダード・プロビット推計の結果（4年目，7年目）

Ordered 医薬 化学 電気 精密 輸送 産業全体 産業全体1986

00π∫’ 1847亭
i1．082）

0，025
i0．2！2）

1．202綿

i0，112）

3．292榊

i1．516）

3．016艸

i1．034）

1．270帥

i0．108）

4．161綿

i1．878）

c舵4
0，361榊

i0．127）

0。060鱒

i0．009）

0．059綿

i0．005）

0．247脚

i0．073）

0．208躰

i0．038）

0，074帥

i0。004）

0．123綿

i0．031）

c漉η9 一〇．240韓

i0．087）

0．042艸

i0．014）

0，007

i0．007）

0，002

i0．048）

0．113榊

i0．048）

0．O17寧零

i0．006）

一〇．002

i0．020）

czα珈 0，042

i0．047）

0．136軸

i0．014）

0．088韓

i0．005）

一〇．025

i0．051）

0．336韓

i0，060）

0．092帖

i0．005）

0，048

i0．070）

φo 一〇．028

iα060）

0，007
i0．O14）

一〇．024韓

i0．011）

0，034

i0．088）

一〇ユ00艸
i0．050）

一〇．019帥

i0．009）

0，037

i0．030）

吻’ 一〇．479

i0．600）

0．283榊

i0．114）

0．548帥

i0．079）
0805騨

i0．348）
L401騨

i0．475）

0．506寧8

i0．062）

0．39r
i0．229）

0．127鵜 0，040韓 0，110韓 0．189綿 0．237鴫寧 0．114榊 0．268韓
δ

（0．059） （0．013） （0．006） （0．069） （0．054） （0，006） （0．088）

Log　likelihood 一330 一2261 一18471 一681 一2934 一24822 一5868
LRI 0，279 0，393 0，234 0，507 0，154 0，249 0，225

sample 399 3063 22459 1006 3249 30176 7021

注）　カッコ内は標準誤差，8’は5％有意，’は10％有意を意味する．産業全体1986は，1986年出願の
特許だけで推計した結果を意味する．LRIは尤度比インデックス．

ット推計においても，被引用回数（cited）は登

録更新確率を有意に説明していることに変わり

はなかった17）．

　ところで，一般的なオーダード・プロビット

推計では，先の（8）式におけるg。，ゴを定数項と

して推計する．表5には示していないが，この

ような一般的なオーダード・プロビット推計を

用いたところ，クレーム数（claim）の係数は精

密を除いたすべての産業でマイナスの符号とな

り，有意性も確認されなかった．日本の特許制

度では，クレーム数の増加は維持年金を高額に

するので，一方で登録更新確率を低下させる作

用と，他方で出願時の特許価値を高め登録更新

確率を上昇させる作用をする．おそらくこのよ

うな結果は，特許によって維持

年金を差別化しないと，クレー

ム数の維持年金負担効果が強く

推計に反映されるためと思われ

る．このことは，（8）式のよう

に，維持年金や出願から公告ま

での価値減衰を特許ごとに差別

化して推計する必要があること

を示唆している．

　本稿では2007年8月までに
観察された被引用回数を収集し

たが，特許によって出願・公開

年が異なるため，引用を受ける

可能性のある期間が大きく異な

っていた．この問題は固定効果

　　　　　修正法で観測データ

　　　　　を規格化することに

　　　　　より対処したが，こ

　　　　　の修正法はきわめて

　　　　　単純なものなので，

　　　　　切断バイアスが充分

　　　　　に払拭されていない

　　　　　可能性もある．

　　　　　　また，審査官引用

　　　　　は特許制度や運用の

　　　　　変化の影響を受けや

　　　　　すいことが知られて

　　　　　いる．米国の出願人

　　　　　引用についても，審

　　　　　査官の意志が強く反

　　　　　映されているので，

特許制度の変更や情報化の進展によって被引用

回数が変化する．研究者はこれを被引用インフ

レーション（citation　inflation）と呼んでいる．

日本の特許データでは，審査官による引用が行

われた時点を特定できないので，このようなバ

イアスを取り除くことは難しい．そこで，これ，

らの問題に対処するため，1995年登録特許の

うち1986年に出願され，た特許がもっとも多い

ので，1986年に出願された特許だけでオーダ

ード・プロビット推計を行った．

　被引用回数（cited）とオブジェクション数

（obj）は規格化されていない観測値を用いて推

計を行った．推計の結果を表5の産業全体

1986に示した．推計の結果，クレーム数
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（claim）や引用数（citing）の有意性は低下したが，

被引用回数（cited），オブジェクション数（obj）

が有意に登録更新確率を説明していることがわ

かった。

　以上の推計結果から，さまざまな特許属性の

なかで審査官によって特許が引用される回数は，

産業の選択やデータ集計の方法に左右されない

もっとも安定的な価値判別指標ということがで

きよう．

6．おわりに

　本稿では，価値の高い特許は登録早耳が長い

と考え，登録更新確率を被引用回数，引用数，

出願時クレーム数，IPCクラス数，オブジェク

ション数で説明するプロビット推計をおこなっ

た．推計の結果，各種の特許属性のなかで被引

用回数（審査官引用）がもっとも安定的に登録更

新確率を説明しており，米国の出願人引用と同

様に日本の審査官引用も特許価値判別指標とし

て有用性を持つ可能性の高いことが確認された．

　ところで，本稿の推計モデルは，特許価値に

関する企業の内部評価が正確であるという前提

に立っていた．しかし，数万件にも及ぶ登録特

許を保有している大企業は，自ら保有している

特許の企業収益や企業価値に対する貢献度を必

ずしも正確に把握しているとは限らない．特許

価値を企業が正しく評価することができなけれ

ば，合理的に登録期間を選択することもできな

い．したがって，登録期間から特許価値を推測

する本稿のアプローチにはこの点で問題がある

のかもしれない．

　しかし，Nakanishi　and　Yamada（2007）は，

Ha11，　Jaffe　and　Trajtenberg（2005）と同じように，

登録特許数や被引用回数の切断バイアス
（truncation　bias）を修正し，被引用回数で加重

したパテントストックを用いて，企業ベースの

パネルデータでトービンのgを推計した．その

結果，被引用パテントストックはきわめて有意

にトービンのσを説明した．山田（2007）におい

ても，日本の主要企業12社のパネル推計で，

切断バイアスの処理が十分でないものの，被引

用パテントストックが有意にトービンのgを説

明している．

　また，最近の産業界では，企業の技術力を評

価する指標としてこの審査官引用が重視され，
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本稿で利用したSBIインチクストラ株式会社
の「Stra　Vision」をはじめ，野村総：合研究所の

rNRIサイバーパテント」など，複数の特許情

報会社により審査官拒絶引用データの収集が行

われ活用されている．このような異なったアプ

ローチによる推計結果や産業界の動向は，本稿

の実証結果を補完しているといえよう．

　ただし，日本の審査官引用データは先に指摘

した被引用インフレーションの影響を受けてい

る，という問題が依然として残されている．本

稿では，出願年を1986年に固定した推計もお

こなって，被引用回数に関する切断バイアスや

被引用インフレーションの影響を除外したが，

被引用回数で加重したパテントストックなどを

時系列分析に用いる場合にはこの問題が特に深

刻化する（山田（2008））．近年の日本の特許庁で

は，特許の早期審査を重要な政策目標に掲げ，

先行技術調査の外注化などを進めており，今後

も審査官引用の増加傾向が予想されよう，被引

用インフレーションによるバイアスを取り除く

ためには，審査官引用が発生した時点を特定す

ることが不可欠である．

　IIP特許データベースの引用情報ファイル
（cc．　csv）には，引用特許出願番号（citing）と被

引用特許出願番号（cited）が並んだ形でデータ

が収録されており，引用年を特定することがで

きるようにみえる．しかし，これが米国のよう

に出願人引用ならばこの情報から引用年を特定

することができるが，審査官引用を収集した日

本のデータベースでは，拒絶理由起案日などを

調べない限り，引用年を特定することができな

い．引用年の特定は，被引用データの切断バイ

アスを修正する際にも必要となり，このデータ

を検索することの意義は大きい．特許審査の経

過情報から拒絶理由起案日などを収集し，引用

年月日を特定することができれば，特許価値判

別指標としての審査官引用の有用性は一層高ま

るであろう．

　　　　　（投稿受付2007年9月18日・最終決定
　　　　　2009年5月20日，専修大学経済学部）

　注

　1）　日本においても，2002年9月に先行技術文献
情報開示制度が導入され，規定の要件が満たされない

と拒絶理由になることがある．

　2）Harhoffθ’認（1999）は，存続期間を満了した特
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許はそうでないものより引用を多く受ける傾向にある

ことを明らかにした．

　3）USPTOに登録された日本企業の特許データに
関する分析に，Sakakibara　and　Branstetter（2001），

絹川（2005），Nagaoka（2005）などがある．例外的に，

日本の医薬品産業における特許データを用いて，範囲

の経済性やスピルオーバー効果の検証をおこなった貴

重な研究に岡崎・河原（2002）がある．この研究におい

て特許の質は審査官引用の多さで測られている，

　4）　米国の出願人引用にも審査官引用が含まれてい

る．しかし，日本のデータベースが収集した審査官引

用は拒絶理由を中心に審査官が審査の過程で引用した

特許文献で，同じ審査官引用（examiner　citation）と呼

ばれていながら，米国のそれとは性格が異なる．米国

の特許制度では，審査官は出願人の引用漏れや隠匿を

チェックする責任を負っており，審査官の判断によっ

て書誌情報に特許文献が追加されることがある（Hall，

Jaffe，　Trajetnberg（2001））．米国では，2001年より出

願人による純粋な引用数と，審査官による追加引用数

を分けて公表するようになった．Alcacer　and　Gittel－

man（2006）によれば，出願特許1件当りの平均被引用

数のおよそ63％は審査官が追加した引用文献である

という，

　5）　後藤他（2006）は，収集した特許を重要特許か否

かに区分し，発明者数，引用特許数，引用論文数，被

引用回数を説明変数としてバイナリー・ロジット推計

を行った．推計の結果，被引用回数が多いほどその特

許が重要である確率が高まることから，被引用回数は

特許価値判別指標として有用であるとしている．

　6）　Lanlouw　and　Schankerman（1999）では，それぞ

れ’の特許属性に含まれている「ノイズ」も検出されて

いる．各種特許属性の分散に対する因子負荷量の二乗

で計測されたsignal　ratiosは，被引用回数によるもの

がもっとも大きく，被引用回数は他の属性にくらべて

「ノイズ」の小さなインデックスであることが明らか

にされている．筆者も，被引用回数，クレーム数，引

用数，IPCクラス数について，単一因子モデルを適用

し，各種特許属性のノイズを検出してみた．その結果，

signal　ratiosは被引用回数α21，クレーム数0．03，

IPCクラス数0．05，引用数0．06となり，日本におい

ても被引用回数がもっとも「ノイズ」の少ないインデ

ックスであることが確i認された．

　7）　異議申立期間は1996年に特許権付与後6か月

に変更された．また，2004年に異議申立制度は無効

審判請求制度に統合された．

　8）たとえば，ある大手電気メーカーが1992年7
月17日に出願した特許（出願番号HO4－189793）の公

告日は1994年11月16日，査定日は1995年4月21
日，そして登録日は1995年8月25日であった，した

がって，維持年金の納付期限は1997年11月16日で
あったが，納付期限までに維持年金が支払われなかっ

たため，年金不納により権利が消滅し，権利消滅日は

維持年金納付期限日の1997年11月16日となってい
る．本稿のデータベースから公告・登録平均ラグを計

算すると0．85年で1年を下回っているが，あくまで
も平均値なので公告・登録ラグが1年を超える特許も

少なからず存在するし，異議申立を受けた特許は登録

がかなりずれ込むこともある．たとえば，出願番号

S59－259651の公告日は1993年6月3日であったが，

異議申立を受けたため，登録日が1995年4月25日掛

なり，公告から登録までおよそ2年を要している．

　9）米国でも国際的ハーモナイゼーションの流れの

なかで，サブマリン特許や重複技術開発の抑制を図る

目的で，2000年11月から出願公開制度が導入され，

日本と同様に出願後18ヵ月で公開が義務付けられる

ようになった．この制度改革による効果を分析したも

のとしてPopp，　Juhl　and　Johnson（2003），Johnson　and

Popp（2003）がある．

　10）　たとえば，ある精密機械メーカーが1981年に

出願した特許（出願番号S56－204453）は2007年8月ま

でに8件も審査官引用（精密機械産業の平均は2．33

件）を受けているが，わずか3年で権利が消滅してい

る．相対的に多くの引用を受けているにもかかわらず，

登録期間が短いのは，この特許の出願広告ラグが
12．37年と著しく長く，登録時クレーム数も3件（精密

機械産業の平均はL31件）と多いので，登録更新時に

特許価値がかなり陳腐化してしまい，維持年金の費用

負担も大きいためと考えられる．もちろん，この特許

は公開からの経過年数が長いので，多くの引用を受け

るのは当然であるが，後に述べる固定効果修正法で基

準化しても，この特許の被引用回数は4．31件（平均

186件）と，相対的に多くの引用を受けた特許という

ことに変わりはない．

　11）IIP特許データベースは，6種類のCSVファ
イルで提供されており，利用にさいしては，必要なデ

ータをこれらのファイルから組み合わせる検索システ

ムを作成する必要がある．本稿では，出願人ごとに必

要なデータをそれぞれのファイルから収集するプログ

ラムを作成した．

　12）被引用回数の規格化は産業別に行った．ただ
し，固定効果修正法は，被引用回数の時系列発生構造

を無視しているという点できわめて単純な修正法であ

る．しかし，本稿における被引用回数の観測時点は

2007年，1995年登録の特許の中でもっとも出願年が

遅い特許は1994年であった．したがって，出願から

観測時点までの経過年数がもっとも短い特許でも13

年近くは経過している．山田（2008）による被引用ラグ

分布の推計によれば，13年目83％の被引用が発生す

るので，そもそも切断バイアスの影響は軽微であると

考えられる．

　13）　Tong　and　Frame（1994）は，クレームの数がイ

ノベーションの規模を規定していると考え，クレーム

数で加重された特許はR＆D支出と高い相関にあると
している．また，Lanjouw　and　Schankerman（1997）は，

クレーム数の多い特許ほど訴訟を受ける確率が高くな

るとしている．

　14）　無効審判請求制度と異議申立制度は，いずれ

も他者が特定の特許について無効理由もしくは異議申

立理由を主張し，審査官や審判官がそれを参照してそ

の主張が妥当と判断された場合に，特許権を無効もし

くは取消しとする制度である．情報提供制度の下では，

他者は出願公開された発明について，特許庁に対し当

該特許出願が特許要件を満たさない旨の情報を提供す

ることができる．なお，その情報を審査官が拒絶理由と
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して採用するかどうかは審査官の裁量に任されている．

　15）たとえば，ある医薬メーカーが1980年3月
31日に出願した特許（S55－041292）の出願日は1980年

3月31日，公告日は1994年11月16日，登録日は
1995年12月20日であった．したがって，存続期間
満了日は2000年3月3！日となり，実際，この特許の

権利消滅日は2000年3月31日となっている．すなわ
ち，この特許は7年目の維持年金の納付期限（2000年

11月16日）を迎えるまえに，権利が消滅してしまっ
たことになる．

　16）　Harhof〔Scherer　and　Vopel（2003）は，引用数

が多い特許ほど，また，異議申立を受けた特許ほど価

値が高いとしている．ドイツには，異議申立制度があ

り，異議申立期間は特許登録後3ヵ月とされている．

　17）　（1）式を単純な線形関数を前提として推計も行

ったが推計の傾向に大きな変化はなかった．また，左

辺に対数をとった形式の方が尤度が増加した，
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